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金融商品仲介業の名称等の明示 

（金融商品取引法第６６条の１１） 

金融商品取引法に基づき、あらかじめお客様に以下の事項について明示いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【所属金融商品取引業者等】 

キャピタル・パートナーズ証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第６２号 

 加入協会 日本証券業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会 

エアーズシー証券株式会社       金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第３３号 

 加入協会 日本証券業協会                  

 

【投資相談室】 

キャピタル・パートナーズ証券株式会社 

電話番号：03-4543-1132 

受付時間：平日 9：00～17：00（除く土日祝日） 

 

【お客様苦情相談窓口】 

エアーズシー証券株式会社 コンプライアンス部 

電話番号：03-6225-2747 

受付時間：平日 9：00～17：00（除く土日祝日） 

2023年 8月 15日制定 

金融商品仲介業者の商号 株式会社ライフデザインセンター 

登録番号        関東財務局長（金仲）第１０００号         

            【お客様苦情相談窓口】 

             担当：内部管理等の責任者 Tel 050-5491-5002 

⚫ 弊社（金融商品仲介業者）は、所属金融商品取引業者の代理権を有しておりません。 

⚫ 弊社（金融商品仲介業者）は、いかなる名目によるかを問わずその行う金融商品仲介

業に関してお客様から金銭若しくは有価証券の預託を受けることはありません。 

⚫ 弊社が委託を受けている所属金融商品取引業者等は、以下に揚げるとおりです。 

お客様が行おうとする取引につき、お客様が支払う金額又は手数料等は、お取引なさ

る所属金融商品取引業者等により異なる場合がございます。 

⚫ お客様の取引の相手方となる所属金融商品取引業者等は、商品や取引をご案内する際

にお知らせいたします。 

 

 

 


